
令和6年1月23日公表　　　調達番号：横23480号

件名：洗濯機等の購入（緑警察署）

見積書提出期限：令和6年2月1日(正午)　　　見積書提出場所：調達課　調達グループ

項番 品　　名 メーカー 型番・規格
同等品
の可否

数量 単位 納入期限 納入場所

1 令和6年3月20日
別表「納入場所一覧表」

のとおり

特記事項

同等品の確認の連絡先

所属

担当者

電話
FAX

横浜地域調達情報

１　衣類乾燥機専用自立スタンドは、今回購入する衣類乾燥機及び洗濯機が設置可能であるものとすること。
２　洗濯機、衣類乾燥機及び衣類乾燥機専用自立スタンドは、搬入、組立、設置及び動作確認まで行うこと。その他の物品は納品のみとする。
３　上記、特記事項２の費用については価格に含めること。
４　その他詳細は、別添「仕様書」のとおり
５　既存品の撤去、処分は別途契約します。

緑警察署

林

045-932-0110　内線232
045-932-0110

別紙のとおり



別紙

項番 品　　名 メーカー 型番・規格
同等品
の可否

数量 単位

1 洗濯機 日立 ＮＷ－５０Ｊ－Ｗ 可 2 台

2 衣類乾燥機 日立 ＤＥ－Ｎ５０ＨＶ－Ｗ 可 2 台

3
衣類乾燥機専用
自立スタンド

日立 ＤＥＳ－Ｎ７６ 可 3 台

4 扇風機 シィーネット CFDU703-WH 可 2 台

5 電気ストーブ パナソニック DS-FKX-1206-H 可 1 台

6 除湿機 三菱 MJ-PV250VX-W 可 3 台

7 FAX brother FAX-2840 可 1 台

8 電子レンジ シャープ RE-WF184-B 可 1 台

9 電気ポット 象印 CV-GC22 可 1 台

10 炊飯器 象印 NP-RT05-BA 可 1 台

11 洗濯機 日立 BW-V70J-W 可 1 台

12 衣類乾燥機 日立 DE-N60HV-W 可 1 台



別表

洗 濯 機 ＮＷ－５０Ｊ－Ｗ 2

衣 類 乾 燥 機 ＤＥ－Ｎ５０ＨＶ－Ｗ 2

衣類乾燥機専用自立スタンド ＤＥＳ－Ｎ７６ 2

扇 風 機 ＣＦＤＵ７０３－ＷＨ 2

電 気 ス ト ー ブ ＤＳ－ＦＫＸ－１２０６－Ｈ 1

除 湿 機 ＭＪ－ＰＶ２５０ＶＸ－Ｗ 3

Ｆ Ａ Ｘ ＦＡＸ－２８４０ 1

電 子 レ ン ジ ＲＥ－ＷＦ１８４－Ｂ 1

電 気 ポ ッ ト ＣＶ－ＧＣ２２ 1

炊 飯 器 ＮＰ－ＲＴ０５－ＢＡ 1

洗 濯 機 ＢＷ－Ｖ７０Ｊ－Ｗ 1

衣 類 乾 燥 機 ＤＥ－Ｎ６０ＨＶ－Ｗ 1

衣類乾燥機専用自立スタンド ＤＥＳ－Ｎ７６ 1

緑警察署
（横浜市緑区中山４－36－13）

１階会計課事務室

幹部公舎
（横浜市緑区森の台７－１　ボヌール森の台301号室）

エレベーターなし

数量

納入場所一覧表

品名 型番・規格 納品場所

緑警察署
（横浜市緑区中山４－36－13）

２階更衣室１（各１台）
４階洗面脱衣室（各１台）

エレベーターあり



別添 

仕 様 書 
１ 件名 

  洗濯機等の購入 

２ 納入期限 

  令和６年３月 20日 

３ 品目及び規格 

  別紙のとおり 

４ 納入場所 

 (1) 緑警察署（横浜市緑区中山４－36－13） 

 (2) 幹部公舎（横浜市緑区森の台７－１ ボヌール森の台 301号室） 

５ エレベーター設置の有無 

(1) 緑警察署 エレベーター設置あり 

１基（積載量 750kg、開口部 W800mm×H2,100mm、かご内寸 W1,400mm×D1,350mm

×H2,300mm） 

(2) 幹部公舎 エレベーター設置なし 

６ 品目ごとの納入場所 

  別表のとおり 

７ 留意事項 

(1) 複数日での納品を可とする。 

(2) 納品日程については、発注者と協議の上、承認を得ること。 

(3) 納入物品の開梱組立後、各物品を発注者が指定する場所に設置すること。 

(4) 受注者は納品作業の実施にあたり、責任者を定めること。また、責任者は現場 

に常駐し、発注者側の担当者と連携の上、納品作業の指揮監督にあたること。 

(5) 庁舎等、搬入経路及び物品を損傷させないよう、必要な箇所及び物品に養生を

施工し、納品作業終了後はその撤去を行うこと。 

(6) 養生に要した消耗品や梱包材等、納品に際して発生した廃材については持ち帰

り、関係法令等に基づき適正に処分すること。 

８ その他 

  本契約の締結にあたり、次の条件が付されたことに同意したとみなす。 

(1) 業者調査への協力 

(2) 神奈川県暴力団排除条例（平成 22年神奈川県条例第 75号）に基づく契約解 

除等 

(3) 契約の履行遅滞に関しては、天災地変等でやむを得ないと認める場合、又は発

注者側の都合による場合を除き、履行期限の翌日から起算して遅延日数 1日につ 



き年 2.5％の割合で計算した違約金を徴する。 

(4) 県へ物品の販売をする場合、原則、契約情報として「契約相手方（法人名およ

び代表者氏名又は個人氏名）」などを県ホームページで公表する。 

※(1)及び(2)に係る契約条件の詳細は、神奈川県ホームページ

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jk8/cnt/f100447/）を参照。 

 


